
福島市告示第１１５号 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定による認可をしたので、次

のとおり告示する。 
 
令和８年４月１３日 

 
      福島市長 馬場 雄基 

１ 名称 

  水上町内会 
 
２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持

及び形成に資することを目的とする。 

⑴ 会員相互の親睦に関すること。 

 ⑵ 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡。 

⑶ 美化・清掃等区域内の環境の整備 。 

⑷ 町内会保有資産の維持管理 。 

⑸ 区域内の自主防災に関すること。 

 ⑹ 会内外の各種団体との連絡調整に関すること。 

 ⑺ その他会の目的達成に必要な事業 
 
３ 区域 

  本会の区域は福島県福島市在庭坂字のうち以下のとおりとするが、近郊地域より本会に

入会希望が有り入会した場合には別途区域を変更する。 

水上 9-8、1-5、2-40、2-39、2-41、2-10、2-38、2-14、2-15、2-44、

2-16、8-12、2-27、2-8、8-8、2-28 

栃清水 25-10、25-5、25-3、12-10 

宇津山 2、1-3 

下ノ堂 2-21 

 

４ 主たる事務所の所在地 

  福島市在庭坂字栃清水 25-3 
 
５ 代表者の氏名及び住所 

  氏 名 畠山 孝喜 

  住 所 福島市在庭坂字栃清水 25-3 
 
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無 

  無 
 
７ 裁判所による職務代行者の選任の有無 

  無 
 
８ 代理人の有無 

  無 
 
 



９ 規約に定めた解散の事由 

（１）本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

（２）総会の議決に基づいて解散する場合には、総会員の４分の３以上の承諾を得なければな

らない。 
 
10 認可年月日 

   告示のあった日 


